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(57)【要約】
【課題】本発明は、ＵＳＢメモリーと電子設備との接続
が緩むのを防止することができる緩み防止装置及びこれ
を用いるデータ記憶装置組立体を提供することを目的と
する。
【解決手段】本発明の緩み防止装置は、ＵＳＢメモリー
と電子設備との接続が緩むことを防止するために用いら
れる装置であって、一端が開口し且つ前記ＵＳＢメモリ
ーを収容可能なフレームと、前記フレームに取り付けら
れ且つ前記電子設備に係合可能な固定部材と、を備える
。本発明のデータ記憶装置組立体は、電子設備のＵＳＢ
インターフェースに接続可能なＵＳＢメモリーと、前記
ＵＳＢメモリーを収容して、前記ＵＳＢメモリーと前記
電子設備との接続が緩むことを防止する緩み防止装置と
、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＳＢメモリーと電子設備との接続が緩むことを防止するために用いられる緩み防止装
置であって、
　一端が開口し且つ前記ＵＳＢメモリーを収容可能なフレームと、
　前記フレームに取り付けられ且つ前記電子設備に係合可能な固定部材と、
　を備えることを特徴とする緩み防止装置。
【請求項２】
　前記フレームの他端には、前記ＵＳＢメモリーのうちの前記電子設備に対する接続端子
の反対側に位置する一端に当接する当止ブロックが設けられることを特徴とする請求項１
に記載の緩み防止装置。
【請求項３】
　前記固定部材は、一対の弾性アームを備え、各々の弾性アームの前端部には、前記電子
設備のＵＳＢインターフェースの両側に配置された係合孔に係合する係合フックが設けら
れることを特徴とする請求項１又は２に記載の緩み防止装置。
【請求項４】
　前記フレームは、底壁と、前記底壁の左右両側からそれぞれ上方に向って垂直に立設さ
れる一対の側壁と、を備え、前記フレームの内部には、両側の前記側壁に近い箇所にそれ
ぞれ、前記底壁から上方に向って垂直に立設された一対の定位板が配設され、一対の前記
側壁と該側壁にそれぞれ対応する前記定位板との間には、一対の取付スロットが形成され
、前記固定部材の一対の弾性アームは、一対の前記取付スロットに収容されることを特徴
とする請求項３に記載の緩み防止装置。
【請求項５】
　前記フレームの一対の側壁には、それぞれ収容孔が設けられ、前記固定部材の一対の弾
性アームには、対応する前記収容孔を嵌め込まれて前記収容孔を貫通して外に突出する操
作部が設けられることを特徴とする請求項４に記載の緩み防止装置。
【請求項６】
　前記フレームの頂部には開口が形成され、前記固定部材は前記フレームの頂部の開口か
ら前記フレームに装着されることを特徴とする請求項１～５のいずれの一項に記載の緩み
防止装置。
【請求項７】
　電子設備のＵＳＢインターフェースに接続可能なＵＳＢメモリーと、
　前記ＵＳＢメモリーを収容して、前記ＵＳＢメモリーと前記電子設備との接続が緩むこ
とを防止する、請求項１～６のいずれの一項に記載の緩み防止装置と、
　を備えることを特徴とするデータ記憶装置組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緩み防止装置及びこれを用いるデータ記憶装置組立体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子設備には、一般的に複数のＵＳＢインターフェースが設けられている。従っ
て、マウス、キーボード、カメラなどの周辺機器に設けられたＵＳＢコネクターを前記Ｕ
ＳＢインターフェースに接続することでこれらの機器を使用したり、ＵＳＢメモリーを前
記ＵＳＢインターフェースに接続することでデータを伝送したりすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記した従来の技術では、ＵＳＢメモリーをＵＳＢインターフェースに
接続してデータを伝送している最中に、不注意でＵＳＢメモリーにぶつかったりしてＵＳ
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ＢメモリーとＵＳＢインターフェースとの接続が緩む場合があり、この場合、データ伝送
が中断されて、ユーザーにとって不都合が生じる問題がある。
【０００４】
　本発明の目的は、前記問題を解決するため、不用意にＵＳＢメモリーと電子設備との接
続が緩むのを防止することができる緩み防止装置及びこれを用いるデータ記憶装置組立体
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る緩み防止装置は、ＵＳＢメモリーと電子設備との接続が緩むことを防止す
るために用いられる装置であって、一端が開口し且つ前記ＵＳＢメモリーを収容可能なフ
レームと、前記フレームに取り付けられ且つ前記電子設備に係合可能な固定部材と、を備
える。
【０００６】
　本発明に係るデータ記憶装置組立体は、電子設備のＵＳＢインターフェースに接続可能
なＵＳＢメモリーと、前記ＵＳＢメモリーを収容すると共に前記ＵＳＢメモリーと前記電
子設備との接続が緩むことを防止する上記した緩み防止装置と、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の緩み防止装置によれば、ＵＳＢメモリーをフレームに収容させるとともに、Ｕ
ＳＢメモリーと電子設備とを接続させつつ前記フレームに装着された固定部材を電子設備
に係合させることで、ＵＳＢメモリーと電子設備との接続が緩むのを防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係るデータ記憶装置組立体と電子設備との組立図である。
【図２】図１に示すデータ記憶装置組立体と電子設備との分解図である。
【図３】図１に示すデータ記憶装置組立体の緩み防止装置の分解図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００１０】
　図１を参照すると、本発明の実施形態に係る緩み防止装置３００は、ＵＳＢメモリー１
００と電子設備２００との接続が緩むことを防止するために用いられる。なお、以下の説
明では、緩み防止装置３００のうち、電子設備２００に向けられた方向を「前」方向とし
、また、その反対方向を「後」方向とし、さらに、前後方向に直交する方向のうち、緩み
防止装置３００の底面（前面、後面及び側面と比較して面積が大きい面）に沿った方向を
「左右」方向とし、その左右方向及び前後方向にそれぞれ直交する方向を「上下」方向と
する。
【００１１】
　図２を参照すると、本実施形態において、前記電子設備２００には、ＵＳＢインターフ
ェース２０１が設けられており、前記ＵＳＢインターフェース２０１の左右両側には、そ
れぞれ係合孔２０３が設けられる。　
【００１２】
　図３を参照すると、前記緩み防止装置３００は、前端部及び上面部が開口した長方形の
フレーム３１と、弾性を有する固定部材３３と、を備える。
【００１３】
　前記フレーム３１は、底壁３１１及び前記底壁３１１の左右両側からそれぞれ上方に向
って垂直に立設される一対の側壁３１２を備える。前記フレーム３１の後端部には、当止
ブロック３１４が設けられる。一対の前記側壁３１２には、それぞれ収容孔３１２１が設
けられる。前記フレーム３１の内部には、両側の前記側壁３１２に近い箇所にそれぞれ、
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前記底壁３１１から上方に向って垂直に立設された一対の定位板３１６が配設されている
。一対の前記定位板３１６の後端は、当止ブロック３１４の前面から離間されており、一
対の前記定位板３１６の後端部と前記当止ブロック３１４との間には、取付空間３１４６
が形成される。また、一対の定位板３１６はそれぞれ、対応する側壁３１２に対して平行
、且つ間隔をあけて対向配置されており、一対の前記側壁３１２とそれに対応する前記定
位板３１６との間には、取付スロット３１２６がそれぞれ形成される。
【００１４】
　前記固定部材３３は、平面視略Ｕ字形状の弾性シートであり、前後方向に延在すると共
に鉛直面（上下方向に沿って延在する面）に沿った向きで配設された一対の弾性アーム３
３１と、一対の前記弾性アーム３３１の水平面（前記鉛直面に直交する面）に沿った向き
で配設されていると共に後端部間に介在して左右方向の両端が一対の弾性アーム３３１の
下縁にそれぞれ連結された連結部３３２と、を備える。各々の前記弾性アーム３３１の前
後方向の中央部分には、平面視において外側に向かって突出するように略台形状に湾曲さ
れた操作部３３１２が形成されている。各々の前記弾性アーム３３１の前端部には、平面
視において外側に向かって突出した係合フック３３１４が設けられる。
【００１５】
　前記緩み防止装置３００を組み立てる場合、前記固定部材３３を前記フレーム３１の頂
部の開口から前記フレーム３１の内部に嵌め込んで、前記固定部材３３の連結部３３２を
前記フレーム３１の取付空間３１４６に収容させると共に、前記固定部材３３の一対の弾
性アーム３３１を前記フレーム３１の一対の取付スロット３１２６に収容させる。固定部
材３３をフレーム３１内に嵌め込む際、まず、一対の前記弾性アーム３３１の操作部３３
１２がそれぞれ対応する前記側壁３１２に当接することにより、一対の前記弾性アーム３
３１は互いに近づく方向に向かってそれぞれ弾性変形する。そして、一対の前記弾性アー
ム３３１の操作部３３１２がそれぞれ対応する前記側壁３１２の収容孔３１２１の位置ま
で移動すると、一対の前記弾性アーム３３１が弾性による復元変形し、それにより、一対
の前記弾性アーム３３１の操作部３３１２は、それぞれ対応する前記側壁３１２の収容孔
３１２１に嵌め込まれ、収容孔３１２１を貫通して外に突出される。これにより、前記固
定部材３３は前記フレーム３１に対して安定的に装着され、前記固定部材３３の一対の弾
性アーム３３１のうち、係合フック３３１４が付設された前端部は、前記フレーム３１の
前端部よりも前方に延出される。
【００１６】
　図１を続いて参照すると、前記ＵＳＢメモリー１００を前記電子設備２００のＵＳＢイ
ンターフェース２０１に接続して使用する。この際、まず、前記ＵＳＢメモリー１００を
前記フレーム３１の前端部の開口から一対の前記定位板３１６の間に挿入し、前記フレー
ム３１の内部に前記ＵＳＢメモリー１００を収容させる。これにより、前記フレーム３１
が前記ＵＳＢメモリー１００を後方から囲むようにして前記緩み防止装置３００が前記Ｕ
ＳＢメモリー１００に装着され、データ記憶装置組立体が組み立てられる。なお、このと
き、ＵＳＢメモリー１００の接続端子は、フレーム３１の前端部の開口から前方に向かっ
て突出されている。次に、前記固定部材３３の一対の係合フック３３１４を前記電子設備
２００の２つの係合孔２０３の位置に合わせるように、前記データ記憶装置組立体を前記
電子設備２００に対して適所に配置させる。続いて、前記データ記憶装置組立体を前記電
子設備２００側に向かって前進させると、一対の前記係合フック３３１４は前記電子設備
２００の一対の前記係合孔２０３の周縁に当接する。これにより、一対の前記弾性アーム
３３１は互いに近づく方向に向かってそれぞれ弾性変形する。そして、前記データ記憶装
置組立体をさらに前進させると、前記係合フック３３１４が前記係合孔２０３を通過した
時点で、一対の前記弾性アーム３３１は弾性による復元変形するとともに、一対の前記係
合フック３３１４が前記電子設備２００の一対の前記係合孔２０３の周辺部に対して前方
側から係合する。前記フレーム３１の当止ブロック３１４は、前記ＵＳＢメモリー１００
の後端部を当止しており、これにより、不注意又は不慮によって前記ＵＳＢメモリー１０
０と前記電子設備２００との接続が緩むことを防止する。
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【００１７】
　前記ＵＳＢメモリー１００を前記電子設備２００のＵＳＢインターフェース２０１から
抜き取る場合、先ず、前記固定部材３３の一対の弾性アーム３３１の操作部３３１２を押
圧することにより、一対の前記弾性アーム３３１を互いに近づく方向に弾性変形させて前
記固定部材３３の係合フック３３１４における前記電子設備２００の係合孔２０３に対す
る係合を解除し、続いて、そのまま前記緩み防止装置３００（フレーム３１）を後方に向
かって引っ張ることで、緩み防止装置３００が前記ＵＳＢメモリー１００から取外される
。その後、前記ＵＳＢメモリー１００を前記電子設備２００のＵＳＢインターフェース２
０１から引き抜いて取り外せばよい。
【００１８】
　以上、本発明を実施例に基づいて具体的に説明したが、本発明は、上述の実施例に限定
されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々の変更が可能であること
は勿論であって、本発明の技術的範囲は、以下の特許請求の範囲によって定められる。
【符号の説明】
【００１９】
　３１　フレーム
　３３　固定部材
　１００　ＵＳＢメモリー
　２００　電子設備
　２０１　ＵＳＢインターフェース
　２０３　係合孔
　３００　緩み防止装置
　３１１　底壁
　３１２　側壁
　３１４　当止ブロック
　３１６　定位板
　３３１　弾性アーム
　３３２　連結部
　３１２１　収容孔
　３１２６　取付スロット
　３３１２　操作部
　３３１４　係合フック
　３１４６　取付空間
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【図３】

【図１】
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【図２】
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